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2  離
り

婚
こん

 

2-2 離
り

婚
こん

と子
こ

ども 

日
に

本
ほん

の法
ほう

律
りつ

では、満
まん

20歳
さい

未
み

満
まん

の子
こ

どもがいる場
ば

合
あい

、親
しん

権
けん

者
しゃ

を決
き

めなければ離
り

婚
こん

届
とどけ

は受
じゅ

理
り

されません。 

 

離婚後
り こ ん ご

300日以内
にちいない

に生
う

まれた子
こ

は、戸籍上前夫
こせきじょうぜんぷ

が父親
ちちおや

となります（民法
みんぽう

772 条
じょう

）。実親
じつおや

が異
こと

なる場合
ばあい

は

親子関係不存在確認
おやこかんけいふそんざいかくにん

の訴
うった

えを起
お

こす必要
ひつよう

があります。 

 

離婚後一方
りこんごいっぽう

の親
おや

が子
こ

どもの親権
しんけん

などを確定
かくてい

しないまま国外
こくがい

に連
つ

れ出
だ

すと、誘拐罪
ゆうかいざい

が適用
てきよう

され、子
こ

どもはすみや

かに元
もと

の国に
くに

送還
そうかん

されます。（子
こ

どもの奪取
だっしゅ

に関
かん

するハーグ条約
じょうやく

、1980） 
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